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規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ 

 

エルシーピー投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の役員会において、規

約一部変更及び役員選任に関して、下記のとおり平成 19 年 6 月 15 日開催予定の第 3 回投資主総会

（以下「本投資主総会」といいます。）に付議することを決議しましたので、お知らせします。 

なお、下記事項は本投資主総会の決議をもって有効となります。 

 

記 
 

１．規約一部変更について 
  変更の理由は以下のとおりです。 

(1) 「会社法」（平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含みます。）が平成 18年 5 月１日に施行さ

れ、同日付で施行された「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成 17 年法

律第 87 号）により、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和 26 年法律第 198 号、その後

の改正を含みます。以下「投信法」といいます。）が整備・改正されたことに伴い、新たな条項

の新設や字句の変更等、全般にわたって所要の変更を行うものです（現行規約第 3条、第 6条、

第 7条、第 12 条、第 31 条及び第 33 条）。 

(2)東京証券取引所が定める上場規程の改正に伴い、本投資法人の運用資産等に占める不動産等以

外の資産について保有制限が緩和されたこと等に伴い、本投資法人の投資方針のために必要と

認められる資産への機動的な投資を可能とするために運用資産の対象の変更を行うものです

（現行規約第 27 条第 3項）。 

(3)本投資法人設立に際して必要とされた規約記載事項について、規約の簡素化を図るため、現状

不要となった条項を削除するものです（現行規約第 32 条）。 

(4)「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成 18 年法律第 65 号）の施行に伴い、今後、投資法

人による短期投資法人債の発行が可能とされていることから、本投資法人の機動的な資金調達

を可能とするため、同法において要求されている要件に従い、必要な規定の変更を行うもので

あります（現行規約第 34 条及び変更後の規約附則）。 

(5)本投資法人が「資産の流動化に関する法律」（平成 10 年法律第 105 号、その後の改正を含みま

す。）に基づく特定目的会社が発行する優先出資証券の全部を取得した場合の課税上の特例につ

いて定める「租税特別措置法」（昭和 32年法律第 26 号、その後の改正を含みます。）第 67 条の

15 第 9 項の適用期間が平成 19 年 3 月 31 日をもって終了したことに伴い、同項に定める要件を

充足するための条項が不要となったため、これを削除するものであります（現行規約第 26 条第

5項）。 



 

 

 

(6) 上記の他、電磁的方法による議決権行使に関する規定を設け、その他必要な規定の加除、表現

の変更及び条数の整備等を行うとともに、投信法その他法令に関する遵法性についてより徹底

を図るために、本規約の一部を変更するものです（現行規約第 14 条及び変更後の規約第 13 条

等）。 

 

※規約一部変更の詳細については、別紙「第 3回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。 

 

２．役員選任について 

提案の理由は以下のとおりです。 

(1)執行役員宮崎俊司から本投資主総会の終結の時をもって本投資法人の執行役員を辞任したい旨

の申し出があったため、後任の執行役員 1名を選任するものです。 

   なお、後任の執行役員 1 名を選任する議案は、本日開催の役員会において、本投資法人の監督

役員全員の一致をもってする決議によって提出されたものです。 

(2)執行役員宮崎俊司の辞任に伴い、監督役員全員から本投資主総会の終結の時をもって一旦本投資

法人の監督役員を辞任したい旨の申し出があったため、改めて監督役員 2名を選任するものです。 

 

※役員選任の詳細については、別紙「第 3回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。 
 

３．本投資主総会の日程 

  平成 19 年 5 月 18 日 本投資主総会提出議案承認役員会 

  平成 19 年 5 月 30 日 本投資主総会招集通知発送（予定） 

  平成 19 年 6 月 15 日 本投資主総会開催（予定） 
 

 

 

以上 

 

 

 
＊ 本資料の配布先：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

＊ 本投資法人のホームページアドレス：http://www.lcp-reit.co.jp 

 


































